
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象期間における施策の取組状況であり、実績などは未集計であることを承知願います。 
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Ⅰ 安全で安心できる食品の供給の確保 

1 生産及び供給体制の確立 -（1）生産者の取組への支援 
 

環境にやさしい持続可能な農業の推進 基本計画 
 

農業の自然循環機能を維持増進し、持続可能な農業の確立を図るため、複数の農業者で構成される団体等を
対象に環境保全型農業直接支払交付金により、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動（堆
肥の施用、有機農業等）を支援します。県独自のみやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度を運営し、化
学合成農薬及び化学肥料の使用を低減した農産物の生産を推進するほか、持続性の高い農業生産方式の導入の
促進に関する法律（平成１１年法律第１１０号）に基づく導入計画の認定者（エコファーマー）の育成を図り
ます。 
また、施設園芸においてＩＣＴを活用した高度な環境制御による生産性の向上に加え、環境に配慮した技術

導入に取り組むことで、持続可能な農業生産を推進します。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 環境保全型農業直接支払交付金により、化学肥料及び化学合成農薬を５割以上低減する取組と合わせて行

う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者組織等を支援した。 

⚫ 県独自の「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」により、化学肥料及び化学合成農薬を低減し

て生産した農産物の認証を行ったほか、新規取組者の確保に向けて、制度説明会を開催した。 

⚫ 有機農業に関する相談窓口での相談対応、指導者の人材育成などにより、有機農業の推進に取り組んだ。 

 
▶ 園芸推進課 

 
⚫ 環境制御技術の知識を有する栽培管理者の育成のため、環境制御指導者育成研修やみやぎ環境制御技術交

流ネットワークを活用したグロワー技術交流会等を開催した。 

 

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及拡大 基本計画 
 

食の安全に関する生産者の意識を高め、生産された農産物の安全性等を確保する手法として、国際水準ＧＡ
Ｐの導入や認証に向けた取組を推進します。 
推進にあたっては、県と関係団体で構成する宮城県ＧＡＰ推進会議において推進方針等を共有するとともに、

研修会の開催やＧＡＰ指導員による現地指導を行い、ＧＡＰの普及拡大を図るほか、指導員資格取得研修への
派遣等により、ＧＡＰ指導員の確保・育成を図るとともに、農業教育機関に対してＧＡＰ認証取得に向けた支
援を行い、ＧＡＰに関する教育の充実を図ります。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 農業生産工程管理(GAP)の導入推進のため、宮城県 GAP 推進会議を開催し、進捗状況や推進策等を関係機

関・団体と共有・検討した。 

⚫ 生産部会等の団体認証取得や GAP 導入に向けた研修会、現地指導、GAP 指導員資格取得や指導力向上に向

けた研修の実施、農業教育機関に対する GAP 認証維持に向けた支援等を通じて、GAP の普及拡大に向け取

り組んだ。 

⚫ 消費者団体の主催イベントへの参加や小売店における PR 販売会の開催等を通じて、消費者の理解促進を

図った。 

 
▶ 畜産課 

 
⚫ 県内の畜産物(食品)の安全性を確保し、より良い生産工程管理を実現することにより、畜産農家が安定し

た経営を継続するために認証の取得を推進した。 

⚫ 現地指導等により JGAP 認証取得に向けた支援を行うほか、「する GAP」に関する研修会を開催し、認証取

得によらない自主的な GAP 実践を広めることにも取り組んだ。 

 

農薬の適正使用の推進 基本計画 
 

農業生産の安定と安全な農産物生産への期待に応えるため、関係機関と連携しながら指導体制を維持すると
ともに、農薬の使用が多い６月から８月に農薬危害防止運動を実施し、啓発リーフレットの配布や農薬危害防
止研修会の開催により、農薬の適正な使用による安全な農産物の生産を推進します。 
さらに、農薬取扱者の資質向上を図るため、農薬管理指導士の養成研修、認定試験及び更新研修を実施しま

す。 
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▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 農産物の安全確保等を図るため、農薬使用者を主な対象に、農薬危害防止運動(令和 7 年 6 月 1 日から 8

月 31 日まで)として、啓発リーフレット等により農薬適正使用を働きかけたほか、農薬を取り扱う者を対

象に農薬管理指導士養成・更新研修を開催するなど農薬の適正使用の普及に取り組んだ。 

 

牛のトレーサビリティシステムの推進 基本計画 
 

生産段階における耳標（個体識別番号）の装着の徹底を推進し、生産から流通までに至る各段階での牛の個
体を識別することができるシステムの維持を支援します。 
 

 

▶ 家畜防疫対策室 
 

⚫ 生産段階における耳標(個体識別番号)の装着徹底を推進するとともに、生産から流通までの各段階におけ

る牛の個体を識別することができるシステム維持のため、耳標装着に係る各種手続き及び登録エラー解消

等の支援を行った。 

 

 

1 -（2）農林水産物生産環境づくり支援 

 

土壌環境適正化の推進 基本計画 
 

カドミウム基準値超過米の発生が懸念される地域において発生抑制のための適正な水管理の徹底を図るとと
もに、関係機関と連携して各種調査を実施します。 
また、カドミウム基準値超過米については、関係機関と連携し、市場流通を防止します。このほか、カドミ

ウム低吸収イネの普及に向けた現地実証に取り組み、新品種の選定・導入のための判断材料として活用します。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ カドミウム基準値超過米の発生を抑制するため、発生の恐れがある地域の水稲生産者を対象に｢水稲栽培

水管理ごよみ｣を配布したほか、関係機関と連携して、カドミウムの吸収を抑制する湛水管理の徹底を指

導した。 

⚫ 米の出荷前にカドミウム含有量を調査し、基準値超過が確認された場合は、市場流通しないよう、適正な

保管及び廃棄処分を指導した。 

⚫ 県が育成したカドミウム低吸収性イネ「東北 235 号」を用いてカドミウムとヒ素の同時低減技術に係る現

地栽培実証を行った。 

 

家畜伝染病の発生予防の徹底 基本計画 
 

牛海綿状脳症（以下「ＢＳＥ」という。）、高病原性鳥インフルエンザ等をはじめとする家畜伝染病の発生の
予防及びまん延の防止に向け、防疫検査体制の整備を継続します。 
また、これらの県への侵入を防止するため、各種畜産関係団体とも連携し、関係者及び生産者に対する情報

の提供を強化するとともに、早期診断及び初動措置を重視した防疫対策を行うための体制の整備を一層強化し
ます。 
さらに、高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため、県内の養鶏場を対象としたウイルス分離・抗体検査

等を実施するとともに各農場の死亡羽数の報告を求めるなど、異常の早期発見及び啓発に努めます。 
 

 

▶ 家畜防疫対策室 
 

⚫ 家畜伝染病予防法に基づく検査を実施し、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫及び豚熱等家畜伝染病等の

発生予防とまん延防止に努めた。また、慢性疾病発生低減のための検査・指導を実施した。 

⚫ 高病原性鳥インフルエンザについては、モニタリング検査を実施するとともに、100 羽以上を飼養する県

内のすべての養鶏場を対象に死亡羽数の報告を求めるなど、異常の早期発見と予防対策の啓発に努めた。 

⚫ 豚熱については豚熱発生予防のため豚熱ワクチンを接種するとともに、野生イノシシの豚熱検査を継続

し、県内の豚熱感染状況をモニタリングした。 

 

貝毒検査及び生かきのノロウイルス対策の推進 基本計画 
 

食中毒の原因となる貝毒については、宮城県漁業協同組合と協力しながら、効果的な監視体制を維持・構築
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します。特にまひ性貝毒については、貝毒プランクトン発生のもととなるシストの分布調査を引き続き行うこ
とにより、震災後の貝毒発生機構を解明し、監視体制の最適化につなげます。 
また、ノロウイルス対策については、漁業協同組合が引き続き自主検査を実施するとともに、県と国が連携

して、浄化によるノロウイルス低減技術の検証を行うことで、衛生管理体制の強化を図ります。 
貝毒及びノロウイルスの検査結果については、食中毒の未然防止のため、県及び漁業協同組合が連携し、ホ

ームページ等により県民への情報提供を継続して実施します。 
 

 
▶ 水産業基盤整備課 

 
⚫ 宮城県漁業協同組合と二枚貝等を対象とした１１種類の年間貝毒検査計画を策定し、定期的な貝毒検査の

実施により安全性の確保に努めた。また、貝の毒化傾向を把握するため、貝毒原因プランクトンの発生状

況調査を継続して実施した。 

⚫ 宮城県漁業協同組合は「生食用かきのノロウイルス対策指針」に基づき、むき身かき漁期期間中は毎週ノ

ロウイルスの自主検査を行い、陽性の場合は加熱用にて出荷した。なお、検査結果はすべて公開し、情報

の周知に努めている。 

 

特用林産物の生産再開への支援 基本計画 
 

出荷制限を受けている特用林産物等の生産再開と生産振興に向け、汚染の無い生産資材の購入支援、生産工
程管理の徹底等を行い、引き続き生産者を支援します。 
 

 

▶ 林業振興課 
 

⚫ 原木しいたけ(露地栽培)の出荷制限解除を進めるため、県外産の汚染されていない原木の調達を支援した

ほか、安全な原木しいたけを生産するための栽培管理について指導等を実施した。 

⚫ 県内産原木の利用再開に向け、県内 25 箇所の広葉樹林において、萌芽枝の放射性物質検査を実施したほ

か、令和８年度以降の原木林調査地に係る各種検討等を行った。 

 

 

1 -（3）事業者の取組への支援 
 

営業者の自主的な衛生管理体制の整備の推進 基本計画 
 

食品衛生法の改正により、原則として全ての食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が求
められたことから、「宮城ＨＡＣＣＰ導入・実践支援制度（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰ）」により、事業者の
規模や衛生管理状況、取り扱う食品の特性に応じた技術的な助言を行い、事業者の衛生管理計画の作成及び見
直し等について支援します。併せて、ワークショップ形式のＨＡＣＣＰ研修会、食品衛生責任者講習会等で周
知を図り、事業者の円滑な制度化対応を促します。 
水産物については、海外への販路を拡大するため、水産加工事業者のＨＡＣＣＰ認証取得を支援します。 

 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ ＨＡＣＣＰ導入と実践の定着に向け、普及啓発及び技術的支援を目的とし、ＨＡＣＣＰ制度の区分別にＨ

ＡＣＣＰ研修会を計８回開催するとともに、監視指導時における個別相談対応を行った。特に、小規模事

業者の HACCP の「取り組みにくさ」解消のため、個別対応や指導助言を強化した。 

⚫ 県内全域（仙台市を除く）におけるＨＡＣＣＰ導入状況調査を実施し、継続的に状況を把握している。 

 
▶ 水産業振興課 

 
⚫ HACCP 認証取得に関する国の補助事業活用に向けて、水産加工業者 1 社からの相談に対応し、

輸出事業計画の策定、補助金交付申請の手続きを指導した。 

 

外食産業の事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組拡大 基本計画 
 

外食に対する消費者の信頼性の確保に向けて、「食材王国みやぎ地産地消推進店」の登録制度を利用し、外食
事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組を支援します。 
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▶ 食産業振興課 
 

⚫ 県産食材を積極的に利用し、産地をメニュー等で表示することで地産地消の推進に取り組んでいる県内の

飲食店等を「食材王国みやぎ地産地消推進店」として登録した。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ 新規地産地消推進店登録数：15 店舗 （延べ 540 店舗(R7.12.31 現在)） 

 

2 監視指導及び検査の徹底 -（1）生産段階における安全性の確保 
 

農薬取締法等に基づく立入検査と監視体制の強化 基本計画 
 

農業関係では、農薬取締法に基づき、安全で安心な農産物を供給するため、農薬販売者及び使用者への立入
検査を実施します。農薬販売者に対しては、適正な届出の実施、倉庫での保管管理、店頭での展示販売に対す
る検査を実施します。また、農薬使用者に対しては、農薬使用基準の遵守、記帳の推進、適正な農薬の保管管
理に対する検査を実施します。 
水産関係では、事業者に対して医薬品の適正使用や養殖管理の実施に対する指導を行い、安全な養殖魚の生

産体制を構築します。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 安全で安心な農産物の供給を図るため、農薬販売者及び農薬使用者を対象に農薬取締法に基づく立入検査

を実施した。農薬販売者の検査では、帳簿の備え付け、適正な保管管理、店頭表示等を中心に確認した。 

⚫ 農薬使用者の検査では、農薬使用基準の遵守、適正な保管管理、帳簿記載等を重点的に確認した。 

 

▶ 水産業基盤整備課 
 

⚫ 安全で安心な養殖魚の生産体制を構築するため、魚類養殖業者に対して、水産用医薬品の適正使用や養殖

管理に関する巡回指導等を行った。 

 

肥料及び飼料の品質及び安全の確保のための検査及び指導の実施 基本計画 
 

家畜用飼料の安全性の確保のため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３
５号）に基づき製造工場等への立入検査を行います。 
また、養魚用飼料製造工場の立入検査及び飼料の収去検査を行い、養殖飼料の安全性を確保します。 

肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７
号）に基づき生産業者の立入検査を実施します。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、肥料の生産

業者に対して立入検査を実施し、生産されている肥料の収去・分析を行った。 

 

▶ 畜産課 
 

⚫ 家畜用飼料の安全性確保のため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35

号)に基づき、飼料製造工場などへの立入検査を行った。 

 

▶ 水産業基盤整備課 
 

⚫ 養魚用飼料の安全性確保のため、養魚用飼料及び養魚用飼料の原料となる魚粉の製造工場への立入、収去

検査にかかる体制を継続した。 

 

動物用医薬品の流通，販売等に関する指導 基本計画 
 

動物用医薬品の適正な使用のため、動物用医薬品の販売の取締り及び適正な使用に関する指導を行います。 
 

 

▶ 畜産課 
 

⚫ 動物用医薬品の適正使用のため、動物用医薬品販売業の立入検査及び適正使用に関する指導を行った。 
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高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査等の実施 基本計画 
 

高病原性鳥インフルエンザの予防のため、定点モニタリング検査として農場においてウイルス分離・抗体検
査等を実施するほか、定期的な監視（モニタリング）検査を実施します。 
また、県内養鶏農場から死亡羽数の報告を求め、異常の早期発見の体制を整備し啓発に努めます。 

 

 

▶ 家畜防疫対策室 
 

⚫ 高病原性鳥インフルエンザの予防のため、定点モニタリング及び強化モニタリング検査を実施した。 

⚫ 県内養鶏農場から死亡羽数の報告を求め、異状を早期発見する体制を維持した。 

 

 

2 -（2）流通・販売段階における安全性の確保 

 

食品営業施設の監視指導の徹底 基本計画 
 

宮城県食品衛生監視指導計画に基づき、食品営業施設等に対する計画的な監視及び指導、規格基準検査を実
施します。特に、食中毒が発生すると大規模化する恐れがある給食施設、旅館等への監視を重点的に実施しま
す。施設の監視の際にはＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施について指導します。 
また、定期的な食品衛生担当者会議等の開催により、業務の進捗管理や情報共有を行い、事業の最適化を図

ります。 
食中毒の発生を未然に防止するため、食中毒予防月間を設け、広域流通食品の製造施設等の一斉監視及び保

健所の食品衛生監視員による講習会を実施するとともに、食中毒予防キャンペーン等の啓発活動を行います。 
食中毒の発生時には、原因食品や汚染経路の特定等迅速な対応により、被害拡大の防止と再発防止に努めま

す。魚介類による腸炎ビブリオ食中毒の発生予防の観点から、「腸炎ビブリオ注意報」を発令し営業者や県民へ
の注意喚起を行います。さらに、牛レバー、豚肉及び豚内臓の生食禁止について指導を行います。冬期間に増
加するノロウイルス食中毒の防止について、営業者や県民に啓発を行います。 
また、食中毒の発生状況に応じて、営業者や県民へ情報提供することで注意喚起や予防に関する啓発活動を

行います。 
ふぐ取扱者の認定について試験制度を創設し、ふぐ取扱者の知識と技術の向上を図ります。 
さらに、食品衛生法の改正により、指定成分等含有食品における健康被害情報の届出等が義務づけられたこ

とから、健康食品についても不適切な製品の流通や健康被害の発生を防ぐための監視指導に取り組みます。 
併せて、食品営業施設における新しい生活様式への対応について助言し、食品関係団体が策定したガイドラ

インを紹介することなどにより、食品営業施設内での利用客を含めた新型コロナウイルス感染症等の感染拡大
を予防します。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 令和７年度「宮城県食品衛生監視指導計画（以下「監視指導計画」という。）」に基づき、食品営業施設等

に対する監視指導を計画的に実施し、必要に応じ適切な衛生管理等を指導した。 

⚫ 定期的に食品衛生担当者会議等を開催し、情報の共有に努めた。 

⚫ 食中毒予防月間には、広域流通食品の製造施設等を対象とする集中的な一斉監視、食品事業者を対象とす

る講習会のほか、消費者を対象とする街頭キャンペーン、広報等普及啓発事業を実施し、手洗いの励行や、

食肉の加熱徹底、生食用鮮魚の寄生虫の危険性など、食中毒予防を啓発した。 

 

食品検査による安全性の確保 基本計画 
 

食品の安全を確保するため、輸入食品をはじめ県内に流通する食品の規格基準検査、食品中の残留農薬、添
加物、アレルギー物質等の検査を継続して実施し、食品衛生法に違反した食品の流通を防止します。 
また、県内に流通する輸入食品について、残留農薬、残留動物用医薬品、遺伝子組換え食品、添加物、アレル

ギー物質等の検査を実施し、関係機関と連携することにより不適切な輸入食品の流通を防止します。食品検査
の項目は、国内や検疫における違反事例等を考慮し、見直しを図ります。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 食品の安全を確保するため、県内に流通する食品（輸入食品を含む）について、食品衛生法に基づく残留

農薬、添加物など規格基準に関する検査を実施し、基準逸脱や誤った表示が記載された食品の流通を防止

した。 

⚫ 検査実施機関において、検査の実施に必要な設備や機器の保守点検、更新等の検査環境整備を図ると共に、
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検査精度管理を実施し、検査成績の信頼性を確保した。 

 

安全な魚介類及び食肉を供給するための監視指導（BSE対策を含む）の徹底 基本計画 
 

安全で衛生的な食肉及び食鳥肉を供給するため、と畜検査、食肉検査を実施するとともに、食肉及び食鳥肉
に残留する動物医薬品等の検査及び腸管出血性大腸菌検査等を実施します。また、最新知見の収集、技術習得
の機会に、と畜検査員や食鳥検査員を派遣し、検査技術や精度の向上、衛生指導技術向上を目指します。 
また、かきによる食品事故を未然に防ぐため、かきの採取海域の加工基準の確認、かき処理場、入札場、か

き加工場（仲買業者）、魚介類販売店における各段階の監視指導及び収去検査を実施し、生食用かきの規格基準
の遵守並びにその取扱いの指導強化等を図ります。 
ＢＳＥ対策としては、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）に基づき、飼料規制や特定

危険部位の除去の徹底など、ＢＳＥに関するリスク管理に万全を期すとともに、２４か月齢以上で神経症状等
を呈する牛のＢＳＥスクリーニング検査を確実に行います。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ かきによる食中毒を未然に防止するため、かきの採取海域等に関する加工基準の確認、かき処理場等の監

視指導、収去検査等を実施し、生食用かきの規格基準の遵守及びその衛生的取扱いを指導するとともに、

かき処理場におけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理について指導・助言を行った。 

⚫ と畜検査においては、食用として処理される獣畜について疾病や異常等の排除を行う他、動物用医薬品等

の残留検査を実施した。 

⚫ 食鳥検査については、指定検査機関における検査実施体制を確認し、必要な助言等を行った。 

⚫ と畜場、食鳥処理場の衛生管理に関する監視指導を実施すると共に、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理につい

て定期的に検証を実施し、安全な食肉の供給を図った。 

⚫ ＢＳＥ対策では、牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、生体における神経症状の確認および必要に応じ

たＢＳＥスクリーニング検査の実施の他、特定危険部位の除去の徹底を指導した。 

 

米穀事業者の監視指導の徹底 基本計画 
 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく取引等の記録や産地情報の伝達
について、東北農政局と連携しながら、生産者等を対象に立入検査や指導を実施するとともに制度の周知啓発
を図ります。 
 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)に基づく取

引等の記録や産地情報の伝達について、宮城県域の生産者等を対象に調査、指導を行った。 

 

 

2 -（3）食品表示の適正化の推進 

 

適正な食品表示を確保するための監視指導の実施 基本計画 
 

食品表示の遵守状況等を点検し、適正な表示を確保するため、製造所、販売店舗等における監視指導を行い
ます。特にアレルギー物質を含む製品及び健康食品に関する表示等の監視を徹底し、健康被害を防止するため
に、使用原材料の点検を行うとともに、食品衛生責任者等を対象とした講習会を開催し、食品の適正な表示の
遵守・徹底を指導します。 
また、監視指導にあたっては、従事する職員に対して関係法令等の研修を充実します。 

県民からの相談、問い合わせに対応する「食の１１０番」、「食品表示１１０番」、消費生活センター及び食品相
談窓口等に寄せられた被疑情報については、関係法令に基づき、国、市町村及び県機関内で連携強化を図りな
がら、随時、適正表示に向けた調査・指導を行います。 
特に、食品表示法（平成２５年法律第７０号）の施行に係る経過措置期間が満了したことから、適正表示の

監視指導の充実を図ります。 
輸入生かきの混入（偽装）を防止するため、輸入生かき偽装防止特別監視員による確認調査を実施します。 
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▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 食品表示（衛生事項）については、広域流通食品を中心に監視した。食品製造・加工等事業者に対し、ア

レルゲン表示等の衛生事項の表示に関して指導し食品表示の不備による健康被害の防止を図ったほか、食

品事業者に向けた講習会等の機会に、食品表示に関する事項について解説し適正表示を啓発した。 

⚫ 消費者から「食の 110 番」に寄せられた食品衛生に関する相談や情報のうち、食品表示に関する事項への

対応として、食品事業者へ適切な表示を助言したほか、必要に応じて食品表示の改善を指導した。 

⚫ 食品表示（品質事項）については、国及び県に設置している「食品表示 110 番」等に寄せられた被疑情報

について、国、市町村等の関係機関と連携し、食品表示法に基づく調査を実施し、事業者に対して必要な

指導を行った。 

 
▶ 健康推進課 

 
⚫ 食品表示法（保健事項）及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止等につい

て、食品関連事業者からの相談対応及び指導を行い、食品表示の適正化に努めた。 

 
▶ 薬務課 

 
⚫ 無承認無許可医薬品(医薬品成分を含有する健康食品)の県内流通実態を把握するため、販売店舗から健康

食品の買上げ調査を実施した。 

⚫ 不適切な医薬品的効能効果の標ぼうに対する指導や広告を行う前の事前指導を行った。 

 

ウォッチャーによるモニタリング調査及び指導の実施 基本計画 
 

日常の購買行動を通じて消費者の視点から食品表示について継続的に監視し、その結果を定期的に県に報告
する「食品表示ウォッチャー」を配置し、不適正表示の疑義報告のあった事業者に対し確認調査を実施するな
ど、食品表示の適正化を推進します。 
食品表示ウォッチャーに対しては、調査実施前に食品表示の基礎知識、根拠法令、制度改正等の最新情報に

ついて、研修会、情報提供等を行うほか、調査期間中には随時問い合わせに対応するなど、人材育成面を加味
して事業を実施します。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 県民の中から 100 人に対しウォッチャーを委嘱し、6 月から 12 月にかけて、スーパーを対象とした調査・

報告を実施した。 

⚫ モニタリング調査にあたり、業務説明会において表示に関する研修を実施したほか、県民向け広報誌「食

安通信」において、食品表示の知識の提供及び調査結果のフィードバックを行った。 

⚫ 不適正表示の疑義があった事業者に対しては、所管庁への回付又は訪問による確認調査を実施し、必要な

指導を行った。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ ウォッチャー調査報告件数：1,188 件 

 

食品表示に関する研修会等の実施 基本計画 
 

食品表示について、消費者及び事業者からの相談に的確に対応するとともに、特に今後経過措置期間が満了
する加工食品の原料原産地表示制度、改正が決まっている遺伝子組み換え表示制度等について、事業者向けの
研修等により、一層の普及啓発を図ります。また、要請に応じて食品表示に関する講師派遣を行います。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 事業者等が開催する食品表示に関する研修会等に出前講座の講師として職員を派遣した。また、年間を通

じて、消費者や事業者からの食品表示に関する相談に対応し、適正表示の普及と指導を行った。 

⚫ 食品表示法（品質事項）、景品表示法に関する簡易な解説動画を作成し公開した。 

 
▶ 健康推進課 

 
⚫ 食品表示法(保健事項)及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止等につい

て、食品関連事業者や県民に対して研修会やホームページ等で情報提供を行い、適正な食品表示に関する

普及啓発を行った。 
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2 -（4）食品の放射性物質検査の継続 

 

農林水産畜産物等の検査 基本計画 
 

原子力災害対策本部が策定する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、県産
農林水産畜産物等の放射性物質検査を実施して安全確保に万全を期すとともに、県ホームページ「みやぎ原子
力情報ステーション」等で検査結果を速やかに公表し、県民の不安解消を図ります。 
 

 

▶ 食産業振興課 
 

⚫ 原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づいて、

県内で生産される主要な農産物、林産物、畜産物、水産物等について、四半期ごとに「農畜水産物等の放

射性物質検査計画」を定め、検査を実施した。 

⚫ 検査に当たっては、品目に応じ外部検査機関への委託やゲルマニウム半導体検出器（精密検査機器）等で

検査を実施し、基準値を超過した際は、出荷自粛の要請等により、安全性が確認された食品の流通に努め

た。 

⚫ 放射性物質検査の計画・結果は、県ホームページ「みやぎ原子力情報ステーション」等で、速やかに公表

した。 

 
▶ 林業振興課 

 
⚫ 非破壊検査器によるスクリーニング検査を条件に出荷制限が一部解除された林産物について、スクリーニ

ングレベルを超過した検体は適切に回収し、モニタリング検査検体として外部検査機関への委託検査を実

施し、検査後は適切に廃棄処分を行った。 

⚫ 検査計画に基づく検査は、外部検査機関への委託（精密検査機器）で実施した。 

⚫ なお、基準値超過検体は、スクリーニング検査を条件に出荷制限が一部解除された林産物の出荷前検査及

び出荷制限解除に向けたモニタリング検査の検体であり、適切な廃棄処分を実施し、安全性の確保に努め

た。 

 

▶ 成果 ◀ 

【農産関係】対象：県内産の野菜類・果実類、穀類 

⚫ 穀類（米・麦類・大豆・そば）：精密検査 87 点(うち基準値超過０点)  

⚫ 野菜・果実類：精密検査 172点(うち基準値超過 0 点)  

  

【畜産関係】対象：県内産の原乳及び牛肉  

⚫ 原乳：精密検査 9 点(うち基準値超過 0 点)  

⚫ 牛肉：簡易検査 3,989 点(うちスクリーニング値超過 0 点)  

  

【水産関係】対象：県内で水揚げされる水産物  

⚫ 精密検査：3,416 点(うち基準値超過 0 点)  

  

【林産物関係】対象：県内産のきのこ・山菜類  

⚫ 精密検査：423 点(うち基準値超過 20 点) 

 

流通食品の検査 基本計画 
 

県内に流通する食品の安全性を確認するため放射性物質検査を実施するとともに、県ホームページ「みやぎ
原子力情報ステーション」等で検査結果を速やかに公表します。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 令和７年度宮城県食品衛生監視指導計画及び四半期ごとに定める「農畜水産物等の放射性物質検査計画」

に基づき、県内に流通する食品について、計画的に放射性物質検査を実施した。 
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Ⅱ 食の安全安心に係る信頼関係の確立 

1 情報共有及び相互理解の促進 -（1）情報の収集，分析及び公開 

 

県民への分かりやすい情報の迅速な提供 基本計画 
 

食の安全安心に関する情報の収集及び分析に努め、ホームページ等における情報提供に当たっては、情報発
信の対象を考慮しながら、分かりやすさ、アクセスのしやすさ等に配慮します。各種印刷物の配布、テレビ等
のマスコミ及びみやぎ出前講座等の県民と接する機会を活用し、適切な情報提供に努めるとともに、食品の安
全や自主回収に関する情報等について、ホームページで適時適切に公表します。 
また、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を予防するため、食品営業施設における新しい生活様式につ

いて周知を図るとともに、食品関係団体が策定したガイドラインを紹介するなど、ホームページ、メールマガ
ジン等を通じ、県民への情報提供及び注意喚起を行います。 
県産食材への理解を深めるため、食関連情報ウェブサイト｢食材王国みやぎ｣を活用し、各地域での取組や食

育、地産地消等といった観点からも、効果的な情報発信を行います。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 県民に食の安全安心に関するアンケートを実施したほか、セミナーや研修会等で参加者にアンケートを実

施した。 

⚫ 食の安全安心に関する情報発信のため X（旧 Twitter）、県ホームページへの情報掲載など、迅速でわかり

やすい情報提供に努めた。 

 

▶ 食産業振興課 
 

⚫ 食材王国みやぎ公式 SNS を活用し、県産食材・食品の紹介やレシピ・地産地消推進店等について情報発信

を行った。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ 食の安全安心に関する県民アンケート回答数：19,010 件 

⚫ Instagram フォロワー数：11,203 人（R7.12.31 時点） 

 

監視指導及び検査結果等の適時かつ適切な公表 基本計画 
 

宮城県食品衛生監視指導計画に基づき、監視指導、食品の収去検査等を実施し、その結果を適切に公表する
ことで、県民への情報提供に努めます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 令和７年度宮城県食品衛生監視指導計画に基づき、実施した監視指導及び食品の検査等の実績、食品の安

全や自主回収に関する情報等について、ホームページで随時公表した。 

 

 

1 -（2）生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進 

 

消費者と生産者・事業者との相互理解の推進 基本計画 
 

みやぎ食の安全安心消費者モニターを対象に、食品工場見学会、生産者との交流会及び研修会を開催し、消
費者及び生産者・事業者の相互理解を促進します。また、食の安全安心セミナー及び地方懇談会を開催し、県
民の食の安全安心に関する知識の習得や、消費者及び生産者・事業者との交流を図ります。 
「地域食と農の相談窓口」において、生活者の食と農の疑問等に答えるとともに、当該窓口についてホーム

ページ等で周知していきます。また、相談内容を分析し、生活者の食と農に関する意向把握や理解促進に努め
ていきます。 
環境保全型農業及び農産物の安全性等を確保するＧＡＰの取組について、ＰＲ販売会、消費者と生産者の交

流会等の開催等を通じて、さらなる理解促進を図るとともに、ホームページ等による情報発信に努めます。 
県産食材の消費拡大と本県一次産業に対する理解促進、生産者の生産意欲向上を図るため、「すくすくみやぎ

っ子 みやぎのふるさと食材月間」の実施や、県内野菜等についての情報誌「すくすくみやぎっ子通信」の発
行等、学校給食における県産食材利用拡大に向けた普及啓発活動を実施します。 
また、学校給食関係者との情報共有により、相互理解を深めながら、学校給食における地場産物の活用率の

向上を図ります。 
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▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 食の安全安心セミナーを 2 回開催した。 

 

▶ 農業振興課 
 

⚫ 食と農に関する消費者の理解促進を図るため、県内 9 か所の農業改良普及センターと農業振興課に「地域

食と農の相談窓口」を設置し、消費者のほか農業者等からの食と農に関する疑問や質問を随時受け付け、

回答を行った。 

 

▶ みやぎ米推進課 
 

⚫ 学校給食用米穀として県産ひとめぼれ 1 等米を供給する際、令和７年産米の供給価格が基準価格を超えた

ことから、市町村及びＪＡグループ宮城に対し、掛かり増し経費の一部を補助した。 

⚫ 環境保全型農業等の取組についての理解促進を図るため、「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制

度｣で認証された農産物等の PR 販売会や、認証農産物の収穫体験を含めた消費者交流バスツアーを実施し

た。 

⚫ 県認証に係るアンケートの回答者に抽選で賞品が当たる「令和７年度みやぎの環境にやさしい農産物 PR

キャンペーン」を実施した。 

 

▶ 農業政策室 
 

⚫ 県内産農林水産物に関する小・中学校向け情報誌「すくすくみやぎっ子通信」を年 3 回発行し、学校給食

関係者への情報提供を通じて食育を推進するとともに、県産食材の学校給食への利用促進を図った。また、

「すくすくみやぎっ子ふるさと食材月間」と位置づけている１１月においては、学校給食への県産農林水

産物の積極的な利用を呼びかけた。 

 

▶ 畜産課 
 

⚫ 学校給食関係者との情報共有により、相互理解を深めながら、学校給食における牛乳の活用推進を図った。 

⚫ 学校給食用牛乳製造に関わる生乳取扱者への 2 回の講習会の講師を勤め、知識の習得を支援した。 

⚫ 学校給食用牛乳の安全性確保のため、学校給食関係者や乳業メーカーと製造・流通における適正管理や緊

急時供給体制についての相互理解を図った。 

 

▶ 林業振興課 
 

⚫ 出荷制限解除が進む原木しいたけなどの県産きのこや山菜類について、消費者の理解促進と生産者の生産

意欲高揚を図るため、販売会や植菌体験会のほか、県産きのこを活用した料理教室を実施した。 

 

関係団体等との連携・協働の推進 基本計画 
 

食中毒予防、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等に関する啓発、食品事業者からの相談応需について、公益社団
法人宮城県食品衛生協会と連携し推進するとともに、同協会が実施する食品衛生指導員による巡回指導、ＨＡ
ＣＣＰ研修会の開催等の活動を支援します。 
水産物については「みやぎ水産の日」を核として給食事業者や調味料メーカー等の企業と連携した県産水産

物利用促進や情報発信により、需要拡大に取り組んでいきます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 公益社団法人宮城県食品衛生協会と連携し、研修等を通じて食品衛生推進員等の資質向上や最新の知見の

習得を図った。 

⚫ 食品衛生指導員による地域の食品営業事業者への巡回指導の実施やＨＡＣＣＰ研修会の開催等の活動に

際し、保健所担当者が講習を行う等技術的に支援した。 

 

▶ 水産業振興課 
 

⚫ 県民に対し、水産物の理解促進と消費拡大を図るため、平成 26 年に制定した「みやぎ水産の日」(毎月第

3 水曜日)を核として、企業と連携した県産水産物の利用促進への取組や県ホームページ、Facebook 等を

活用した情報発信、家庭内での県産水産物の継続消費を目的とした料理教室、出前講座等による魚食普及

活動を実施した。 
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食育の推進 基本計画 
 

みやぎの「食」に関する情報を発信する人材を登録し、学校、生涯学習施設等へ派遣し、講演や体験活動を
促進する食材王国みやぎ「伝え人（びと）」登録・活用促進事業や高校生地産地消お弁当コンテストを通じ、み
やぎの「食」や「食材」への関心を高め、地産地消の必要性への理解度向上を図り、食育を推進します。 
第４期宮城県食育推進プラン（計画期間令和３年から令和７年まで）に基づき、市町村、関係団体、みやぎ

食育コーディネーター等との連携を図るほか、イベントやデジタルコンテンツを有効活用した普及啓発により
食に関する知識を深め、安全な食品を自ら選択する力を習得できるよう意識の高揚を図ります。 
 

 

▶ 健康推進課 
 

⚫ みやぎ食育コーディネーターの活動をホームページやみやぎ食育通信（2 回発行）などで紹介するととも

に、みやぎ食育コーディネーターの研修会を開催した。 

⚫ 食育の優良事例を広く周知するため、県内で食育活動を実践している３団体に対し、みやぎ食育表彰を贈

呈し、その活動をホームページ、ラジオ等で周知した。 

⚫ メディアの協力を得てラジオによる情報発信や県内全ての小学 5 年生を対象に食育情報を掲載した冊子

を配布した。 

 

▶ 食産業振興課 
 

⚫ 食育・地産地消の実践的な取組に対する支援や民間企業等と連携した地産地消の PR を行ったほか、食材

王国みやぎ「伝え人」の活動促進、高校生を対象とした地産地消お弁当コンテストを開催した 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ 食材王国みやぎ「伝え人」取組件数：34 件（R7.12.31 時点） 

⚫ 高校生地産地消お弁当コンテスト応募数：17 校 86 件 

 

 

1 -（3）放射性物質に関する情報の共有と相互理解の促進 
 

リスクコミュニケーションの充実 基本計画 
 

東京電力福島第一原子力発電所事故から約１０年となり、放射性物質汚染に対する県民の意識変化や、原子
力発電所に係る安全・防災対策に関し、とりまく状況が大きく変化しました。 
そのため、本県の原子力発電所に関する安全対策や防災対策、放射線・放射能の知識等、新たなコンテンツ

をメインとし、県民の不安解消や正しい理解を図るため、「みやぎ原子力情報ステーション」を適宜更新・改修
しながら運営していきます。 
併せて県内市町村における放射線・放射能測定支援、市町村担当者や一般消費者を対象としたセミナーの開

催等を引き続き行います。 
 

 

▶ 原子力安全対策課 
 

⚫ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の県内への影響については、全県的な測定体制を

体系的にまとめた宮城県放射線・放射能測定実施計画に基づき、放射性物質等の測定を行い、その把握に

努めた。 

⚫ 測定結果については、県の原子力・放射線・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力情報ステーシ

ョン」において速やかに情報提供を行った。 

⚫ 原子力安全対策課の公式 X（旧 Twitter）を通じて「放射線・放射能の基礎知識」などを発信し、正しい

知識の普及・啓発に努めた。 

⚫ ポケットサインの「宮城県からのお知らせ」において、「みやぎ原子力情報ステーション」へのリンクを

毎月掲載することにより、県民に対する情報発信の強化に努めた。 

⚫ 市町村の住民持ち込み放射能測定担当職員等を対象とした測定技術研修会を開催し、市町村担当者の側面

支援を行った。 

 

水道水の検査結果の公表 基本計画 
 

水道水の安全安心を確保するため、市町村等が実施し本県に報告のあった水道水中の放射性物質の測定結果
を取りまとめ、ホームページ「みやぎ原子力情報ステーション」において公表します。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
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⚫ 市町村等が実施する水道水中の放射性物質の測定結果を取りまとめ、県の放射線・放射能に関するポータ

ルサイト「みやぎ原子力情報ステーション」等において公表した。 

 

住民持ち込み測定 基本計画 
 

県民が自ら育てた自家消費用の農産物等への不安を払拭するため、市町村が実施する放射性物質の測定結果
を取りまとめ、県ホームページ「みやぎ原子力情報ステーション」において公表します。一部の品目において
現在も出荷制限の指示等が継続されており、いまだに不安を抱く県民もいることから、今後も正確で分かりや
すい広報により県民の不安払拭に努めます。 
 

 

▶ 原子力安全対策課 
 

⚫ 自家消費農産物や自然から採取した山菜など住民が持ち込んだ食材について、市町村が実施した放射性物

質の測定結果を取りまとめ、毎月、県の原子力・放射線・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力

情報ステーション」で公表し、県民の不安払拭に努めた。 

 

 

2 県民参加 -（1）県民総参加運動の展開 
 

県民が参加する消費者モニター制度の推進 基本計画 
 

県民参加による食の安全安心確保対策を推進するため、条例第５条に規定する消費者としての役割を自らの
行動で積極的に果たす人材を育成するため、また、各種施策に様々な世代の意見を吸収し、反映することがで
きるよう、広報活動を展開し、「食の安全安心消費者モニター」として特に若者や子育て世代の登録を促進しま
す。また、モニターが活動しやすいよう、情報提供や意向把握に努め、より積極的に参加・体験することがで
きるよう、研修会、見学会及び交流会の工夫を図ります。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 各種媒体種媒体による広報などにより、消費者モニターを募集した。 

⚫ 食の安全安心に関する正しい知識の普及に向け、食の安全安心セミナーを 2 回開催した。 

⚫ 対象を県民全体に広げた「食安通信」（旧モニターだより）と親子向けの「しょくあんつーしんミニ」をそ

れぞれ 2 回発行し、知識の普及啓発に取り組んだ。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ 食の安全安心セミナー開催回数：2 回 

⚫ 広報誌「食安通信」発行回数：2 回 

 

生産者・事業者の取組のための自主基準の作成・公開の支援 基本計画 
 

県民参加による食の安全安心確保対策を推進するため、食品の生産・製造及び供給の過程における自らの食
の安全安心に係る取組を自主基準として定め、公開する生産者・事業者を、「みやぎ食の安全安心取組宣言者」
として随時募集・登録します。 
生産者・事業者が取り組む「食の安全安心に係る取組（自主基準）」の作成を支援するほか、名称や自主基準

等の取組内容をホームページ等で公開するなど事業の広報に努め、安全な食品を提供する責務を果たし、消費
者の理解と信頼を得られるようにします。 
「みやぎ食の安全安心取組宣言」のロゴマーク及び制度の認知度向上のため、ポスター、パンフレット等を

活用した普及啓発活動を行い、更なる制度の普及と県民総参加運動の機運醸成に努めます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 生産者及び事業者が、自らの食の安全安心に関する取組を自主基準として定め公開する「みやぎ食の安全

安心取組宣言」の広報・募集を行った。 

 

知識習得のための各種講習会・みやぎ出前講座等の開催及び普及啓発 基本計画 
 

多くの県民が主体的に参画できるよう、消費者及び事業者等の関心や社会情勢を把握し、食の安全安心に関
する知識習得のための食の安全安心セミナー、地方懇談会、みやぎ出前講座等を開催します。 
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▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 動画配信での受講も含め、食の安全安心セミナー、地方懇談会等各種講習会を開催した。 

⚫ 要請に応じて出前講座を行い、参加者の知識向上を図った。 

 

 

2 -（2）県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映 

 

県民の意見の把握と反映 基本計画 
 

モニターアンケートの実施、推進会議、地方懇談会、食の安全安心セミナー及びモニター研修会の開催、宮
城県食品衛生監視指導計画へのパブリックコメント募集等により、広く食の安全安心に関する意向、意見、提
言等を把握し、それらを施策に反映させるように努めます。特に、残留農薬、輸入食品の安全性、食品添加物
等、県民の不安が大きい事項については、県民の意見を充分に聴取し、施策に反映させます。また、モニター
制度の若年層への広報等、幅広い年齢層からの意見が得られるように努めます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ ポケットサインを活用した県民アンケート、消費者モニターアンケート、みやぎ食の安全安心推進会議、

地方懇談会、食の安全安心セミナー、監視指導計画でのパブリックコメント等により、広く県民の意見を

把握した。 

 

食の安全安心に関する相談窓口の充実 基本計画 
 

「食の安全安心に関する総合窓口」や「食の１１０番」、「食品表示１１０番」等、全ての県民が気軽に食の
安全安心に関する相談や通報ができる窓口を設置します。消費者相談には関係機関が連携して適切に対応し、
また、県民からの危害情報や被疑情報については、事実確認調査を行い、その結果に応じて、関係法令に基づ
いて速やかに対応します。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 食品衛生及び食品表示に関すること等、食の安全安心全般に関する総合窓口として、食と暮らしの安全推

進課に「食品表示１１０番」を、県内各保健所（支所）に「食の１１０番」を設置し、県民からの食の安

全安心に関する相談や通報に応じた。 

⚫ 県民から寄せられた危害情報や被疑情報については、事実確認調査を行い、関係法令に基づき速やかに対

応した。また、事業者からの食品表示に関する相談についても、関係機関が連携して、適切な助言を行っ

た。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ 食品表示 110 番相談件数：7件 ／ 表示相談：115 件 
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Ⅲ 食の安全安心を支える体制の整備 

1 体制整備及び関係機関等との連携強化 
 

食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進 基本計画 
 

知事を本部長とする対策本部を組織し、関係部局の横断的な体制の整備及び連携により食の安全安心確保の
ための施策を総合的かつ計画的に推進します。 
また、県民の食生活等に重大な影響を及ぼすおそれのある場合は、対策本部会議を招集し、早期解決を図り

ます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第４期）に基づく令和 6 年度施策の実施状況について、宮城

県食の安全安心対策本部の会議を経て、議会への報告と県民への公表を行った。 

⚫ 食の安全安心庁内連絡会議等において関係部局の連携を図り、基本計画に基づく施策の推進を図った。 

⚫ 食の安全安心推進基本計画（第 5 期）について対策本部会議で合意を得たことで、策定に向けて議会に諮

る準備を整えた。 

 

みやぎ食の危機管理基本マニュアル等による迅速な対応 基本計画 
 

食と暮らしの安全推進課をはじめ、関係各課に食の安全安心推進員を、各地方振興事務所等に食の危害要因
に係る情報の収集及び連絡にあたる食の安全安心連絡員を配置し、部局を横断した体制を維持します。危機管
理対応チーム会議を定期的に開催し、必要に応じて随時開催や構成員以外の参加も求めつつ、食に係る危機の
未然防止と発生時の的確な対応に努めます。 
食に関する危害が発生した場合には、みやぎ食の危機管理基本マニュアル等に基づき迅速かつ適切に対応し

て、被害の拡大防止に努めるほか、県民及び報道機関への適時適切な情報提供に努め、県民の健康被害を最小
限にとどめます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 県庁関係課に食の安全安心推進員、地方機関に食の安全安心連絡員を引き続き配置し、食の危害要因に係

る情報収集及び食に係る危機の未然防止に努めた。 

⚫ 食の安全安心推進員等により構成する食の危機管理対応チーム会議を毎月開催し、みやぎ食の危機管理基

本マニュアル及び関係各課で作成している個別対応マニュアルに基づく事案のほか、放射性物質への対応

等、食の危害要因に係る情報共有・意見交換を行った。 

 

食の安全に関する調査・研究の充実 基本計画 
 

生産者の取組を支援し、安全な農林水産物を生産する環境づくりに貢献するとともに、食の安全安心に資す
る調査や試験研究の推進に取り組みます。 
 

 

▶ 水産業基盤整備課 
 

⚫ 貝毒プランクトン調査定点において、月 1～5 回の頻度で調査を実施し、貝毒プランクトンの発生状況や

環境条件(海水温、塩分)を把握した。 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ かきの取扱いに関する制度を見直した上で、かき処理場及び袋詰め業者に対する一斉監視を実施し、かき

むき処理場におけるＨＡＣＣＰの導入やかきむき期間中に行った監視で見られた課題に対するかきむき

処理事業者への指導内容を共有した。 

 

食品の放射性物質に係る調査・研究の充実 基本計画 
 

農林水産畜産物等に対する放射性物質の影響を把握し、安全安心な生産物を供給するための調査や試験研究
に取り組みます。 
 

 

▶ 畜産課 
 

⚫ 原乳や牧草等における東京電力福島第一原発事故由来の放射性物質の検査を実施し、安全性を確認すると
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ともに、土壌から牧草等への放射性物質移行の機序の解明と移行低減技術について調査・研究に取り組ん

だ。 

 

▶ 林業振興課 
 

⚫ 放射性物質の影響により、県内産きのこ原木が利用できない状況が続いていることから、既存の調査結果

から放射性物質濃度の低減傾向が見られる特定地域において面的伐採による濃度検査を実施し、県内産原

木利用再開に向けた各種検討を行った。 

 

 

国，都道府県，市町村，関係団体との連携 基本計画 
 

食の安全安心を確保するため、国、都道府県、市町村、関係団体と連携・協働して施策を推進できるよう努
めます。 
食品衛生関係では、調理食品や外食への需要増加、食品流通の広域化等から、広域食中毒事案の発生も見ら

れ、国、関係自治体等で組織する広域連携協議会等により、密接な連携を図り、食の安全安心の確保に関する
情報共有を行い、食中毒事件や違反食品の発生等の緊急時には迅速かつ的確に対応します。 
食品表示関係では、消費者庁との連携のほか、東北農政局主催の宮城県食品表示監視協議会等における情報

交換に努めるほか、被疑情報に対しては消費者庁、東北農政局や市町村と連携して適切に対処します。 
さらに、国に対し、食の安全安心の確保のために必要な提言・要望を行います。 

県産農産物の放射性物質対策では、市町村等関係機関・団体等と連携して放射性物質の濃度を把握し、農産物
の安全確認を行います。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ 広域的な食中毒への対策強化のため、国や関係者で構成する広域連携協議会により、健康被害情報や調査

状況等について共有する体制を維持した。 

⚫ 広域的な食中毒事例や違反食品の事例では、関係自治体と連携して調査し、情報を共有した。特に保健所

を設置する仙台市とは、情報交換を密に行い、連携を図った。 

⚫ 食品表示関係では、消費者庁との連携のほか、東北農政局主催の食品表示１１０番に係る情報交換会を通

じて情報交換に努めた。 

⚫ 国に対し、食の安全安心の確保のために必要な提言・要望を行った。 

 

▶ 園芸推進課 
 

⚫ 食の安全安心の確保に向け、県産農産物の放射性物質対策では、市町村等関係機関・団体などと連携し、

放射性物質検査を実施した。 

 

 

2 みやぎ食の安全安心推進会議の設置 基本計画 
 

学識経験を有する者、消費者を代表する者及び生産者・事業者を代表する者により構成される審議会を設置
し、条例の規定に基づき、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議します。具体的には、食の安全安
心の確保に関する施策及び施策の評価に関すること、食の安全安心の確保に関する関係者間の相互理解及び関
係者の協働に関すること、食の安全安心の確保に関する県民参加の促進に関すること等について、情報及び意
見の交換を行います。また、県民総参加運動の中心的な組織としても引き続き位置付けます。 
 

 

▶ 食と暮らしの安全推進課 
 

⚫ みやぎ食の安全安心推進会議を設置・開催し、食の安全安心の確保に関する基本的な計画に関する評価・

審議・意見交換等を行った。 

 

▶ 成果 ◀ 

⚫ みやぎ食の安全安心推進会議開催回数：3 回 

 

 


